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令和６年１月２０日 

 

医療機関における新人薬剤師の研修プログラムの基本的考え方 

 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 

 

 

１．はじめに 

薬剤師を含め、医療職が医療現場における各種業務を習得し、実践的な能力

を獲得・維持していくためには、日常業務の中で、いわゆる OJT（On the Job 

Training）の形式での教育訓練だけでなく、業務に関わる幅広い内容について、

座学に加え、必要に応じて実技指導も組み入れたカリキュラムを設定し、一定

期間研修を実施することが有用である。 

特に、６年間の薬学教育を修了し、薬剤師免許を取得した直後の薬剤師が医

療機関での勤務を始めるに当たって、医療現場で必要とされる実践力をいか

にして身につけていくかという観点からだけではなく、その後の専門性の醸

成を含む薬剤師としてのプロフェッショナリズムやキャリア形成の観点から

も、新人の薬剤師に対してどのような研修を施すべきかということは重要な

ポイントであるといえる。 

新人薬剤師に充実した研修を施すことは、自施設における薬剤師業務の質

の担保や向上といった観点からだけではなく、上述のように薬剤師の専門性

の向上やキャリアの形成の観点からも有益であり、これは医療機関における

薬剤師業務の魅力の向上にも通じることから、各施設における人材確保にも

つながることが期待できる。 

本文書は、主に薬剤師免許を取得した新人の薬剤師に対する研修を各施設

が検討するに当たっての基本的な考え方を示すものであり、各施設において

は、本文書を参考に各自の施設の医療機能や業務の実態などに応じた、魅力あ

る教育研修プログラムを実施することが期待される。 

なお、本文書は、令和元年度から令和３年度の厚生労働科学研究費補助金で

実施された「薬剤師の卒後研修カリキュラムの調査研究」（研究代表者：山田

清文名古屋大学医学部附属病院教授）（以下「山田班調査研究」という。）にお

いてとりまとめられた研修プログラム等の内容を踏まえたものとしている。 

 

 

２．研修プログラムの構成要素 

主に新人の薬剤師に対する研修プログラムは、単に知識や技能を修得させ
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るカリキュラムだけではなく、各施設の研修に対する方針や体制、研修受講生

へのフォロー、研修プログラムの公開や内容等の評価といった、研修内容が一

定の質を確保しつつ、客観的かつ体系的に実施されるための一連の要素によ

って構成されるものである。 

各施設においては以下の要素を基本として、各施設の特性に応じたプログ

ラムを形成することが望まれる。なお、具体的なカリキュラムの内容や実施に

関しては、次節で示す。 

 

○施設における研修に対する考え方・姿勢 

・ 研修に係る目的・理念や基本方針が確立されていること 

・ 上記の目的・理念、基本方針及び自施設の機能等を踏まえて、研修を

実施する施設として果たす役割が明確にされていること 

 

○施設における研修の実施体制 

・ 研修に係るプログラムの策定、研修の実施等の医療機関における一連

の業務を統括管理する、施設職員から構成される研修管理委員会を医

療機関内に設置し、定期的に開催されていること 

・ 研修管理委員会の権能及び規定が明確に示されており、その責任者が

置かれていること 

・ 研修を実施する上で必要な指導者が確保されていること 

 

○研修の実施環境 

・ 研修のカリキュラムが適切に策定・実施されていること（詳細は次節） 

・ 患者情報の管理が適切にされていること 

・ 医療に係る安全管理の体制が確保されていること 

・ 研修受講生が調査研究等を行うための環境が整備されていること 

 

○研修受講生の採用及び待遇 

・ 研修の対象となる者が公募等により公正に採用されていること 

・ 公募等の際には研修プログラムが公開されており、その内容が確認で

きること 

・ 研修受講生の待遇は医療機関における常勤又は非常勤の薬剤師の待

遇と同等であること 

 

○研修受講生の指導及び評価 

・ 研修の内容ごとに指導の体制と指導者が明確に定められていること 
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・ 指導者となるための要件が明確に定められており、実際の指導内容に

ついて評価が実施され、必要に応じてその結果が活用されていること 

・ 研修受講生が実施する調剤、薬剤管理指導等についての指導及び評価

の体制が具体的に定められていること 

・ 研修受講生の評価の方法が確立されており、評価に応じた指導が適切

に行われていること 

・ 研修受講生に関する研修の実施の記録が適切に管理されていること 

・ 研修を修了するための判定基準が明確であり、その手続きが適正に定

められていること 

 

○医療機関における最新の業務実態に応じて、上記のプログラム内容につ

いて定期的に見直しが行われていること 

・ 定期的にプログラムの内容、実施状況等に関して自己評価を行い、そ

の結果を研修委員会で検討し、必要に応じた改善を行っていること 

・ 可能であれば、研修プログラムを実践している他施設から研修内容や

実施状況等に関して評価を行うピアレビューを受けることが望ましい

こと 

 

３．研修カリキュラムの構成 

カリキュラムについては、６年間の薬学教育で修得した知識及び経験を基

礎として、医療現場における調剤技術、病棟薬剤業務といった個別の分野につ

いてだけではなく、プロフェッショナリズム、医療倫理、医療安全、個人情報

保護といった医療機関に勤務する医療人として必要となる基礎的な知識だけ

でなく、介護を含めた地域連携等その地域での医療環境の状況も含め、薬剤師

として必要な素養を総合的に養成することを目的とすべきである。 

また、最新の医学・薬学的な知見・情報を自ら収集し評価することや、指導

者の下で学術研究に携わり、その成果をとりまとめて学会、研究会等の場で発

表することなどは、薬剤師業務の資質向上の観点から重要であるだけではな

く、そのようなことを通じてクリニカル・クエスチョンを見出し、解決する能

力を養うことで、薬物治療の質の向上や業務改善につなげていくことも期待

できる。 

したがって、以下に示す項目を基本として、各施設の特性に応じたカリキュ

ラムを策定するが、その際には薬剤師が各項目を習得できるよう、上記も踏ま

えて十分な研修期間を設定することが望まれる。 

なお、医療機関に勤務する場合であっても、外来における診療のほか、入退

院時において地域の薬局との連携も必要となることから、薬局に勤務する薬
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剤師の業務に関しても習得しておくことが必要であり、１．で示した山田班調

査研究においてとりまとめられている研修プログラムにおいては薬局におけ

る研修内容も含まれているが、本文書は、医療機関の業務に係る研修プログラ

ムとしてまとめている。山田班調査研究で示されている薬局での研修項目を

参考まで例示しておくので、必要に応じて参照し、地域の薬局の協力のもとで、

薬局業務に係る研修も併せて行うことが望ましい。 

 

○医療機関に勤務する上で基礎となるもの 

・ プロフェッショナリズム 

・ 医療倫理 

・  コミュニケーション 

・ 患者接遇、マナー 

・ 個人情報保護 

・ 医療安全 

・ 感染対策 

・ 防災・災害対策 

 

○調剤業務（主に内用剤及び外用剤） 

・ 処方内容の確認・分析（電子カルテの利用による薬剤服用歴の確認も

含む。） 

・ 処方監査及び疑義照会 

・ 計数調剤 

・ 計量調剤（散剤、水剤、軟膏剤等） 

・ 麻薬、向精神薬等の調剤及び管理 

・ 院内製剤 

・ 医薬品の管理 

 

○注射剤調製業務（無菌製剤を含む。） 

・ 注射剤の調剤、払出し及び管理 

・ 中心静脈栄養用輸液の調製 

・ 抗悪性腫瘍薬の注射剤の調製 

・ レジメン管理 

 

○病棟薬剤業務 

・ 患者情報及び持参薬の確認及び評価（薬局との連携も含む。） 

・ 上記に基づく処方提案 
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・  適正な薬物治療に関する薬剤調整（ポリファーマシー対策を含む）業

務 

・ ハイリスク薬を含む薬物治療に係る患者への説明及び指導 

・  副作用の重篤化回避、未然回避、薬物治療効果の向上のプレアボイド 

・ 薬物血中濃度モニタリングに基づく投与設計及び管理 

・ 退院、転院時の服薬の説明および指導 

・  地域連携業務(施設間情報連携を含む) 

 

○チーム医療 

・ 外来化学療法室での業務（外来がん化学療法を含む。） 

・ 緩和医療チームとしての業務 

・ 周術期における薬剤管理業務（手術室におけるものも含む。） 

・  感染対策、NST等の業務 

・  他職種等からの相談応需業務 

 

○医薬品情報管理業務 

・ 医薬品情報の収集、薬学的評価及び活用 

・ 患者や他職種からの照会対応 

 

○治験・臨床研究業務 

 ・ 治験薬管理業務 

・  円滑な業務実施のための治験責任医師、CRC等との連携 

 

（参考）薬局業務に係る研修の項目の例 

○調剤業務 

○服薬指導 

○訪問薬剤管理指導業務 

○医療機関、介護保険施設等との連携 

○一般用医薬品の説明及び販売 

○来局者からの相談対応（セルフケア・セルフメディケーションに係る内容

を含む） 


